
厚生年金適用に伴うパート労働者本人の給付と負担の変化のイメージ
（報酬10万円、加入期間１年又は２年の場合の例）

○ 厚生年金の制度設計は、「生涯を通じて負担する保険料の合計額」「生涯を通じて受給する年
金の合計額」のいずれも、「報酬」と「加入期間」に比例する仕組み。

生涯の保険料負担合計額 ： 保険料月額（報酬×保険料率）×加入期間

生涯の年金給付合計額 ： 年金月額 （報酬×給付乗率 ×加入期間） ×受給期間

○ このため、保険料負担と年金給付の「実額」は、個々人の「報酬」と「加入期間」に応じ様々だ
が、その「相対関係」は、変わらない。

⇒ 下記の例（報酬10万円、加入期間１年又は２年）より「報酬」が高く、又は「加入期間」が長くても、「負担が２倍と
なれば給付も２倍、負担が10倍となれば給付も10倍」という関係が維持される

（注）国民年金保険料は定額であるため、「保険料負担の変化」と「報酬」は必ずしも比例しない

【報酬１０万円、加入期間１年又は２年の場合の例】 パートの平均勤続期間は女性5.0年、男性3.7年（17年賃金構造基本統計調査）

被保険者種別の変化 加入期間 保険料負担の変化 年金給付の変化

１年 約８万円減 【１年間の合計】

（月額 6,716円減）

２年 約16万円減 【２年間の合計】

（月額 6,716円減）

約33万円増 【64歳～平均寿命の25年３か月間の合計】

（月額1,074円増）

１年 約９万円増 【１年間の合計】

（月額 7,144円増）

約16万円増 【64歳～平均寿命の25年３か月間の合計】

（月額 537円増）

３号→２号

（サラリーマンの妻）

２年 約17万円増 【２年間の合計】

（月額 7,144円増）

約33万円増 【64歳～平均寿命の25年３か月間の合計】

（月額1,074円増）

１号→２号

（自営業者の妻）

（独身者）

約16万円増 【64歳～平均寿命の25年３か月間の合計】

（月額 537円増）

（注）・保険料と年金額の月額については、18年度水準で計算
・生涯の負担と給付については､賃金・物価スライド等は加味していない機械的な試算
・昭和40年生の女性の場合（厚生年金の支給開始年齢６４歳、６０歳時平均余命２９年３か月）
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